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金融機能強化法（震災特例）に基づく国の資本参加の概要 
（平成 23 年 12 月 8 日（木）決定） 

七十七銀行（宮城県） 

預金残高 （23/9 末） ６１，７４９億円 

貸出金残高 （23/9 末） ３５，８２９億円 

１．国の資本参加の概要

資本参加額 ２００億円 

種 類 劣後ローン 

利 率
前年度の預金保険機構の金融機能強化勘定における

資金調達コスト（当初 ０．２５％）

自己資本比率 [Tier１比率] 
（24/3 末見通し） 

１２．２％程度［１０．８％程度］ 

２．被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策（主なもの） 

① 実施体制の整備 

・本部による出張審査の体制強化－専担者の増員、駐在型審査の開始 

・経営改善・事業再生支援の体制強化－企業支援室の増員、営業支援部隊の新設 

② 具体的な取組み方策 

・営業支援部隊、営業店の取引先訪問運動等による顧客ニーズの把握 

・金融円滑化の推進 

－ 出張審査を活用した貸出条件変更等への迅速な対応 

－ 被災者の実態を踏まえた資金の提案、事業や生活の再建に必要なソリューション

の提供、被災者向け商品の活用・充実 

・事業再生支援の強化 

－ 中小企業再生支援協議会・外部専門家と連携した事業再生計画の策定支援 

－ 信用保証協会・他の金融機関と連携した事業再生支援 

－ ＤＤＳ・ＤＥＳを活用した事業者のバランスシートの改善、ＤＩＰファイナンス

による資金繰り支援 

－ 産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構、復興支援ファンドの活用 

－ 個人版私的整理ガイドラインの活用 

・ＡＢＬ（動産担保融資）・復興私募債を活用した信用供与の推進 

・地域復興へ向けた取組み 

－ ビジネスマッチングによる販路開拓支援の強化、自治体との連携強化、アジアビ

ジネス支援の強化、事業承継・相続に関する支援強化

〔参考Ⅳ－３〕



金融機能強化法（協同組織金融機関向け特例）に基づく資本参加の概要 
（平成 23年 12 月 28 日（水）決定） 

相双信用組合（福島県相馬市） いわき信用組合（福島県いわき市）

預金残高  （23/9 末）  ４７２億円 １，５４６億円 

貸出金残高（23/9 末）  ２５９億円 １，０２３億円 

１．資本参加の概要 

資本参加額 
１６０億円 

（国１３９億円、全信組連２１億円）

２００億円 

（国１７５億円、全信組連２５億円） 

信託受益権の配当率 前年度の預金保険機構の金融機能強化勘定における資金調達コスト（当初 ０．２５％） 

純資産額

（24/3 末見通し）
１８８億円程度 ２４５億円程度 

※ 国は、全国信用協同組合連合会から、２信用組合が発行した優先出資に係る信託受益権を買い取る方式により資本参加 

２．被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策（主なもの） 

① 実施体制の整備 

・取引先の避難状況を踏まえた、営業地区外への相談所の

設置や相馬市内及び宮城県南部への新店舗開設の検討 

・条件変更を含めた債権正常化を図るための「債権管理サ

ポートチーム」の創設 

・組合の被災状況や取引先の避難状況を踏まえた、店舗の

戦略的統廃合や基幹店舗への渉外人員の増強 

・震災関連情報を一元管理し取引先からの相談に迅速に対

応するための「情報センター」の設置 

・貸付条件の変更等への柔軟な対応、復興に向けた融資商品（事業復興資金、住宅再建資金、生活支援資金）の提供 

・取引先の事業再生・生活再建に向けた対応 

－ 中小企業再生支援協議会との連携強化（ＤＤＳ等を含めた金融支援）、産業復興機構や東日本大震災事業者再生支

援機構の活用、個人版私的整理ガイドラインの適切な運用等 

・中小企業診断士・弁護士・税理士や外部機関との協働による事業承継支援の強化 
② 具体的な取組み方策 

・中小企業診断士（当組合の顧問契約先）と連携した経営

指導による経営改善支援 

・新たな販路や仕入先の開拓に係る営業情報の提供 

・取引先の経営者交流会の開催頻度の増加によるビジネス

マッチング機会の創出 

・復興関連情報を取りまとめた「復興支援ガイド」の提供



金融機能強化法（協同組織金融機関向け特例）に基づく資本参加の概要 
（平成 24 年 2 月 2 日（木）決定） 

宮古信用金庫 

（岩手県宮古市）

気仙沼信用金庫 

（宮城県気仙沼市）

石巻信用金庫 

（宮城県石巻市）

あぶくま信用金庫 

（福島県南相馬市）

預金残高 （23/9 末）   ６９２億円 １,１９９億円 １,７３９億円 １,３７５億円

貸出金残高（23/9 末）   ２９５億円 ４２９億円  ５７８億円 ５８１億円

１．資本参加の概要 

資本参加額 
１００億円 

（国８５億円、信金中金１５億円） 

１５０億円 

（国１３０億円、信金中金２０億円）

１８０億円 

（国１５７億円、信金中金２３億円）

２００億円 

（国１７５億円、信金中金２５億円）

信託受益権の配当率 前年度の預金保険機構の金融機能強化勘定における資金調達コスト（当初 ０.２５％） 

純資産額（24/3末見通し） １０４億円程度 １６６億円程度 ２１０億円程度 ２２９億円程度

※ 国は、信金中央金庫から、４信用金庫が発行した優先出資に係る信託受益権を買い取る方式により資本参加 

２．被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策（主なもの） 

・地域の復興計画の進展や利用者の利便性向上等を踏まえた店舗網の再整備 

①実施体制の整備 
・営業店のみでは対応困難な相談を

本部が直接受け付ける窓口の設置
・取引先の復興に資する取組みを統括する本部の専門部署の創設 

・取引先の避難状況を踏まえた対応

－ 営業地区外への相談所の設置、

宮城県南部及びいわき市への

新店舗開設 

・貸付条件の変更等への柔軟な対応、被災者の事業や生活の再建に資する融資商品の開発・提供 

・東北地区信用金庫協会と連携したビジネスマッチング機会の創出等による販路拡大支援 

・取引先の事業再生・事業承継に向けた支援 

－ 中小企業再生支援協議会と連携した事業再生計画の策定支援、ＤＤＳ・ＤＥＳ・債権放棄等の金融手法の活用、 

産業復興機構・東日本大震災事業者再生支援機構・信金業界の復興支援ファンドの活用、個人版私的整理ガイドラインの適切な運用 等 

－ 信金キャピタル（信金中央金庫の子会社）のＭ＆Ａ仲介機能の活用等による事業承継支援 

②具体的な取組み方策 

・宮古市産業支援センターとの連携

による被災事業者の状況把握 

・ＮＰＯとの連携による事業立上げ

等の支援のための基金の設立 

・税理士・会計士等との連携による

経営改善計画の策定支援 

・他の信金との連携による県内外で

の相談会等の開催 



金融機能強化法の震災特例（一般的特例）に基づく資本参加の概要 
（平成 24 年 3月 14 日（水）決定） 

那須信用組合（栃木県那須塩原市）

預金残高  （23/9 末） ８７４億円  

貸出金残高（23/9 末） ４４５億円  

１．資本参加の概要 

資本参加額 ７０億円 （国５４億円、全信組連１６億円）

優先信託受益権の配当率 前年度の預金保険機構の金融機能強化勘定における資金調達コスト（当初０．２５％）

自己資本比率（24/3 末見通し） １６．２％程度 

２．被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策（主なもの） 

① 実施体制の整備 

・本部による営業店支援体制の強化 

－ 事業再生支援チームの創設（営業店のみでは対応困難な案件をサポート） 

－ 新規融資先開拓チームの創設（営業店と連携して復興に向けた資金需要に対応）

② 具体的な取組み方策 

・貸付条件の変更等への柔軟な対応 

・被災者の事業や生活の再建に資する融資商品の開発・提供 

・県内金融機関と連携したビジネスマッチング機会の創出等による販路拡大支援の継続実施 

・取引先の事業再生・事業承継に向けた支援 

－ 中小企業再生支援協議会との連携強化（事業再生計画の策定支援、ＤＤＳ等を含む金融支援）、

東日本大震災事業者再生支援機構・しんくみリカバリ（業界の事業再生ファンド）の活用、 

  個人版私的整理ガイドラインの適切な運用 

－ 中小企業診断士等の専門家と連携した事業承継支援


